
育

出
が
必
要
な
方
の
み
）

必
要
書
類　

現
況
届
、
健
康
保
険
証

の
コ
ピ
ー
（
国
民
年
金
加
入
の
方
は

不
要
）、市
外
に
別
居
し
て
い
る
児
童

が
い
る
場
合
は
住
民
票
な
ど

提
出
先
・
詳
細　

６
月　

日
�水
 

ま
で

３０

に
直
接
ま
た
は
郵
送（
消
印
有
効
）で　

〒
０
５
３
‐
８
７
２
２　

旭
町
４
丁

目
５
番
６
号　

子
育
て
支
援
課
（
市

役
所
１
階
８
番
窓
口
）　
�
（　

）６
３２

３
６
９手手手手手手手手手手手手手手手手

作作作作作作作作作作作作作作作作
りりりりりりりりりりりりりりりり
おおおおおおおおおおおおおおおお
やややややややややややややややや
つつつつつつつつつつつつつつつつ
をををををををををををををををを

手
作
り
お
や
つ
を       

作作作作作作作作作作作作作作作作
りりりりりりりりりりりりりりりり
まままままままままままままままま
しししししししししししししししし
ょょょょょょょょょょょょょょょょ
うううううううううううううううう

作
り
ま
し
ょ
う

簡
単
な
お
や
つ
を
親
子
で
作
る

と
き　

６
月　

日
�金
 
　
　

時　

分
〜

１８

１０

３０

　

時　

分

１１

３０

対
象　

２
〜
５
歳
ま

で
の
子
ど
も
と
親

料
金　

無
料

定
員　
　

組　

申
し
込
み
順

１０

持
ち
物　

親
と
子
の
エ
プ
ロ
ン
、
ス

カ
ー
フ
、
フ
ォ
ー
ク
、
飲
み
物

と
こ
ろ
・
申
し
込
み
・
詳
細　

６
月

　

日
�木
 
　

時
か
ら
電
話
で　

子
育
て

１０

１０

支
援
セ
ン
タ
ー　
�
（　

）４
７
５
１

３３

読読読読読読読読読読読読読読読読
みみみみみみみみみみみみみみみみ
聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞
かかかかかかかかかかかかかかかか
せせせせせせせせせせせせせせせせ
講講講講講講講講講講講講講講講講
座座座座座座座座座座座座座座座座

読
み
聞
か
せ
講
座

子
ど
も
と
一
緒
に
絵
本
を
楽
し
む

と
き　

６
月　

日
�水
 
　
　

時
〜　

時

２３

１４

１５

対
象　

１
歳
半
ま
で
の
子
ど
も
と
親

料
金　

無
料

定
員　
　

組　

申
し
込
み
順

１０

と
こ
ろ
・
申
し
込
み
・
詳
細　

６
月

９
日
�水
 

、　

日
�木
 
　

い
ず
れ
も
９
時

１０

〜　

時
に
電
話
で　

錦
岡
保
育
園
子

１７
育
て
ル
ー
ム　
�
（　

）６
６
５
５

６８

障障障障障障障障障障障障障障障障
がががががががががががががががが
いいいいいいいいいいいいいいいい
者者者者者者者者者者者者者者者者
スススススススススススススススス
ポポポポポポポポポポポポポポポポ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ツツツツツツツツツツツツツツツツ
レレレレレレレレレレレレレレレレ
クククククククククククククククク
リリリリリリリリリリリリリリリリ

障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
レ
ク
リ　
　

エエエエエエエエエエエエエエエエ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
シシシシシシシシシシシシシシシシ
ョョョョョョョョョョョョョョョョ
ンンンンンンンンンンンンンンンン
「「「「「「「「「「「「「「「「
ボボボボボボボボボボボボボボボボ
ッッッッッッッッッッッッッッッッ
チチチチチチチチチチチチチチチチ
ャャャャャャャャャャャャャャャャ
教教教教教教教教教教教教教教教教
室室室室室室室室室室室室室室室室
」」」」」」」」」」」」」」」」

エ
ー
シ
ョ
ン
「
ボ
ッ
チ
ャ
教
室
」

赤
ま
た
は
青
の
ボ
ー
ル
を
投
げ
て
白

い
的
玉
に
近
づ
け
る
競
技
を
す
る

と
き　

７
月　

日
�土
 
　
　

時
〜　

時

３１

１０

１２

対
象　

市
内
在
住
の
身
体
障
が
い
者

（
脳
性
マ
ヒ
な
ど
上
下
肢
障
が
い
者
）

と
そ
の
援
助
者

料
金　

無
料

持
ち
物　

上
靴
、
タ
オ
ル

と
こ
ろ
・
申
し
込
み
・
詳
細　

６
月

　

日
�水
 

ま
で
に　

心
身
障
害
者
福
祉

３０セ
ン
タ
ー（
旭
町
２
丁
目
）　�
（　

）
３４

５
８
２
１

親親親親親親親親親親親親親親親親
子子子子子子子子子子子子子子子子
でででででででででででででででで
楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽
しししししししししししししししし
くくくくくくくくくくくくくくくく
遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊
びびびびびびびびびびびびびびびび
まままままままままままままままま
しししししししししししししししし
ょょょょょょょょょょょょょょょょ
うううううううううううううううう

親
子
で
楽
し
く
遊
び
ま
し
ょ
う

簡
単
な
手
遊
び
、
触
れ
合
い
遊
び
、

ゲ
ー
ム
遊
び
な
ど

と
き　

６
月　

日
�水
 
　
　

時
〜　

時

１６

１０

１１

　

分
３０と

こ
ろ　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

対
象　

１
歳
の
子
ど
も
と
親

料
金　

無
料

定
員　
　

組　

申
し
込
み
順

２０

申
し
込
み
・
詳
細　

６
月
８
日
�火
 
　

９
時
か
ら
電
話
で　

や
ま
て
保
育
園

子
育
て
ル
ー
ム　
�
（　

）０
８
７
４

７６

ふふふふふふふふふふふふふふふふ
れれれれれれれれれれれれれれれれ
ああああああああああああああああ
いいいいいいいいいいいいいいいい
遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊
びびびびびびびびびびびびびびびび

ふ
れ
あ
い
遊
び

リ
ズ
ム
遊
び
・
読
み
聞
か
せ
な
ど

と
き　

６
月　

日
�金
 
　
　

時
〜　

時

２５

１０

１１

　

分
３０対

象　

１
歳
５
カ
月
か
ら
就
学
前
の

子
ど
も
と
親

料
金　

無
料

定
員　
　

組　

申
し
込
み
順

１０

と
こ
ろ
・
申
し
込
み
・
詳
細　

６
月

　

日
�火
 
　

時
か
ら
電
話
で　

子
育
て

１５

１０

支
援
セ
ン
タ
ー　
�
（　

）４
７
５
１

３３

女女女女女女女女女女女女女女女女
性性性性性性性性性性性性性性性性
のののののののののののののののの
たたたたたたたたたたたたたたたた
めめめめめめめめめめめめめめめめ
のののののののののののののののの
法法法法法法法法法法法法法法法法
律律律律律律律律律律律律律律律律
相相相相相相相相相相相相相相相相
談談談談談談談談談談談談談談談談

女
性
の
た
め
の
法
律
相
談

家
庭
・
離
婚
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、

女
性
弁
護
士
が
相
談
を
受
け
ま
す

と
き　

６
月　

日
�水
 
　
　

時　

分
〜

３０

１３

１５

　

時（
１
人　

分
以
内
）

１６

２０

対
象　

市
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
す

る
女
性

料
金　

無
料

定
員　

８
人　

申
し
込
み
順

と
こ
ろ
・
申
し
込
み
・
詳
細　

６
月

７
日
�月
 

か
ら
電
話
で
（
土
・
日
曜
日

を
除
く
）　

女
性
セ
ン
タ
ー　�
（　

）
３２

３
５
４
４

男男男男男男男男男男男男男男男男
女女女女女女女女女女女女女女女女
無無無無無無無無無無無無無無無無
料料料料料料料料料料料料料料料料
法法法法法法法法法法法法法法法法
律律律律律律律律律律律律律律律律
相相相相相相相相相相相相相相相相
談談談談談談談談談談談談談談談談

男
女
無
料
法
律
相
談

と
き　

６
月　

日
�日
 
　
　

時
〜　

時

２７

１０

１５

と
こ
ろ　

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

申
し
込
み　

６
月　

日
�日
 
　
　

時
〜

２０

１０

　

時　

苫
小
牧
男
女
平
等
参
画
推
進

１５協
議
会　
�
（　

）３
６
１
０　

市
男

３２

女
平
等
参
画
課　
�
（　

）３
５
４
４

３２

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffoooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttt iiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnInformation

ス
ポ
ー
ツ

健
康

相
談

福
祉

催
し
・
講
座

暮
ら
し

税
金

市からのお知らせ

広
報ととととととととととままままままままままここここここここここままままままままままいいいいいいいいいいとまこまい

広広広広広広広広広広広広告告告告告告告告告告告告募募募募募募募募募募募募
集集集集集集集集集集集集中中中中中中中中中中中中
!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

広告募
集中
!!

広告のご案内広告のご案内

あなたの会社を広報とまこまい
でＰＲしてみませんか？

１枠 ４２，０００円（税込み）１５～２４頁
１枠１０５，０００円（税込み）２８頁

申し込みは下記の広告代理店へ
ご連絡ください

苫小牧営業所

�０１４４-３６-７７５１

21 広報とまこまい　平成２２（２０１０）年・６月

市役所１階の市民相談所で
は、平日の８時４５分から１７
時１５分まで心配ごと相談を
受け付けています。秘密は
厳守します。

■法律相談
とき・担当　２５日�金 ＝壬生
賢哉弁護士　９時３０分～１２
時（１人２０分程度）
定員　７人　申し込み順　
申し込み　６月１日�火 から
市役所１階市民相談所で内
容を話して相談券を受け取
ってください。来られない
場合はご相談ください。
■夜間心配ごと相談
とき　８日�火 　１８時～２０時
内容　家庭、離婚、相続、
金銭貸借などの問題
※直接市民活動センターへ
…………………………

詳細　市民相談所（市役所
１階）
�３２-６１１１　内線２１２１

国の行政全般についての相談
とき　毎月第１月曜日（祝
日の場合は翌週）
詳細　市民自治推進課　
�３２-６１５２

６月の無料市民相談
会場　市民活動センター

総務省行政相談所
会場　市役所２階談話室

相
談

育

育障

育

広告

国国国国国国国国国国国国国国国国
保保保保保保保保保保保保保保保保
税税税税税税税税税税税税税税税税
のののののののののののののののの
納納納納納納納納納納納納納納納納
税税税税税税税税税税税税税税税税
通通通通通通通通通通通通通通通通
知知知知知知知知知知知知知知知知
書書書書書書書書書書書書書書書書
をををををををををををををををを
発発発発発発発発発発発発発発発発
送送送送送送送送送送送送送送送送

国
保
税
の
納
税
通
知
書
を
発
送

６
月　

日
�月
 

に
国
保
加
入
世
帯
へ
、

１４

平
成　

年
度
の
納
税
通
知
書
を
発
送

２２

し
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
納
め
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
６
月　

日
�月
 

ま
で

２１

に
届
か
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

詳
細　

国
保
課　
�
（　

）６
４
１
８

３２

滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞滞
納納納納納納納納納納納納納納納納
処処処処処処処処処処処処処処処処
分分分分分分分分分分分分分分分分
をををををををををををををををを
強強強強強強強強強強強強強強強強
化化化化化化化化化化化化化化化化
しししししししししししししししし
まままままままままままままままま
すすすすすすすすすすすすすすすす

滞
納
処
分
を
強
化
し
ま
す

市
で
は
東
胆
振
地
方
税
徴
収
対
策
本

部
と
連
携
し
、
悪
質
な
滞
納
者
に
対

し
て
滞
納
処
分
を
強
化
し
ま
す

詳
細　

納
税
課　
�
（　

）６
２
７
１

３２

介介介介介介介介介介介介介介介介
護護護護護護護護護護護護護護護護
保保保保保保保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険険険険険険険
料料料料料料料料料料料料料料料料
にににににににににににににににに

介
護
保
険
料
に
つつつつつつつつつつつつつつつつ
いいいいいいいいいいいいいいいい
てててててててててててててててて

つ
い
て

■
納
入
通
知
書
の
発
送

第
１
号
被
保
険
者（　

歳
以
上
の
方
）

６５

へ
６
月　

日
�月
 

に
発
送
し
ま
す

１４

■
保
険
料
の
減
額
申
請

保
険
料
段
階
が
第
３
段
階
以
上
の
方

で
、
世
帯
の
年
間
収
入
額
お
よ
び
預

貯
金
合
計
額
が
減
額
対
象
基
準
額
（

１
人
世
帯
＝　

万
円
以
下
、
２
人
世

１４０

帯
＝　

万
円
以
下
、
以
降
１
人
増
え

２００

る
ご
と
に　

万
円
を
加
算
し
た
額
）

６０

以
下
の
方
は
、
必
要
書
類
を
持
参
し
、

介
護
福
祉
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い　

※
次
に
該
当
す
る
方
は
対
象
外
で
す　

�
別
世
帯
課
税
者
の
税
や
医
療
保
険

の
被
扶
養
者　
�
居
住
し
て
い
な
い

土
地
と
家
屋
の
固
定
資
産
税
評
価
額

が　

万
円
を
超
え
る　
�
介
護
保
険

１００
料
を
滞
納
し
て
い
る

減
額
割
合　

保
険
料
の
３
分
の
１

申
請
受
付　

随
時
受
付　

※
納
期
を

過
ぎ
た
保
険
料
は
減
額
と
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
前
年
度
に
申
請
を
し
た

方
も
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す　
　

※
申
請
時
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　
　

申
請
先
・
詳
細　

介
護
福
祉
課　
�

（　

）６
３
４
１　

３２
子子子子子子子子子子子子子子子子
どどどどどどどどどどどどどどどど
もももももももももももももももも
手手手手手手手手手手手手手手手手
当当当当当当当当当当当当当当当当
現現現現現現現現現現現現現現現現
況況況況況況況況況況況況況況況況
届届届届届届届届届届届届届届届届
のののののののののののののののの
提提提提提提提提提提提提提提提提
出出出出出出出出出出出出出出出出

子
ど
も
手
当
現
況
届
の
提
出　

現
在
、
子
ど
も
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
「
現
況
届
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
今
年
度
に
限
り

次
に
該
当
す
る
方
は
、
現
況
届
を
提

出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん　
�
３

月
中
に
児
童
手
当
の
新
規
認
定
請
求

書
ま
た
は
額
改
定
請
求
書
を
提
出
し
、

４
月
か
ら
認
定
さ
れ
た　
�
４
月
以

降
に
新
た
に
子
ど
も
手
当
の
新
規
認

定
請
求
書
ま
た
は
額
改
定
請
求
書
を

提
出
し
、
４
月
分
以
降
か
ら
認
定
さ

れ
た

届
出
用
紙
の
発
送　

６
月
上
旬
（
提

広報とまこまい　平成２２（２０１０）年・６月 20

市市市市市市市市市市市市市市市市かかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせ市からのお知らせ６６６６６６６６６６６６６６６６月月月月月月月月月月月月月月月月６月
June 市の草の花 ハナショウブ市の草の花　ハナショウブ

■高額サービス費の上限額を所得に応じて設定

■居住費・食費の利用者負担（負担限度額）を所得に応じて設定

市民税非課税世帯で世帯収入や預貯金などが一定条件にあてはまる方が、社会福祉
法人の提供する訪問介護（ホームヘルプサービス）、通所介護（デイサービス）、短
期入所生活介護（ショートステイ）、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介
護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護および特別養護老人ホームにおけ
る施設サービスを利用する場合、利用者負担が軽減される場合があります

申請先・詳細　介護福祉課　�３２-６３４２

介護サービスを利用したときは、その世帯内での１カ月のサービスにかかる負担額
（月額）が表１の上限額を超えたときは、申請によりその超えた額が払い戻されます。
なお、利用料を支払ってから２年が経過すると払い戻しを受ける権利がなくなりま
すのでご注意ください

利用者負担上限額区　分表１

世帯１５，０００円・生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付の受給者
・利用者負担を１５，０００円にすることで生活保護受給者とならない場合

高
額
サ
ー
ビ
ス
費
上
限
額

世帯２４，６００円・世帯全員が市民税非課税の方

個人１５，０００円・課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下
・老齢福祉年金の受給者

世帯３７，２００円・上記以外

■社会福祉法人による軽減措置

食費の限度額
（日額）

居住費の限度額（日額）
利用者負担段階表２

多床室ユニット型準個室などユニット型個室

３００円０円４９０円
（３２０円）８２０円

第１段階　�老齢福祉年金受給者で世帯
全員が市民税非課税の方　�生活保護受
給者、中国残留邦人等支援給付の受給者

利
用
者
負
担
段
階
と
負
担
限
度
額

３９０円３２０円４９０円
（４２０円）８２０円

第２段階　�世帯全員が市民税非課税で
課税年金収入額と合計所得金額の合計が
８０万円以下の方

６５０円３２０円１，３１０円
（８２０円）１，６４０円第３段階　�世帯全員が市民税非課税で

第２段階に該当しない方

１，３８０円３２０円１，６４０円
（１，１５０円）１，９７０円第４段階以上　�上記以外の方

※（　）内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額

介護保険施設に入所したときおよびショートステイ利用時の居住費・食費について
も所得状況に応じて表２のとおり軽減されます。なお、減額を受けるためには申請
が必要です。減額された方は「減額認定証」を交付します

介護サービスを利用しやすいように支援をしています

税
金

福
祉

育
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